
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 

一般廃棄物処理実施計画 
（駒ヶ根市ごみ減量行動計画） 

駒ヶ根市 

駒ヶ根市 生活環境課 



 

 

 

令和７年度駒ヶ根市一般廃棄物処理実施計画 目次 

 

 

実施計画の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１～２ 

 

１．計画の位置づけ     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２．計画の期間       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

３．ごみ処理の計画     ・・・・・・・・・・・・・・・・・１～２ 

 

一般廃棄物処理基本計画における施策・・・・・・・・・・・・３～５ 

 

１．令和７年度の新規事業  ・・・・・・・・・・・・・・・・・３～４ 

２．ごみ排出抑制のための継続事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

ごみ・資源物の収集体制について・・・・・・・・・・・・・・６～８ 

 

 １．ごみ・資源物の収集・運搬計画 ・・・・・・・・・・・・・・６～７ 

 ２．一般廃棄物処理業の許可 ・・・・・・・・・・・・・・・・・７～８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

実施計画の概要 

 

１．計画の位置づけ 

 本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項及び第２項並びに、駒ヶ根市

廃棄物の処理及び清掃に関する条例第７条の規定に基づき、令和７年度における一般廃棄

物の処理計画を策定するものです。当市が策定した一般廃棄物処理基本計画（令和７年度改

定版、以下基本計画という。）の推進及び実施のため、令和７年度における必要な事業につ

いて定めます。 

 

２．計画の期間 

 本計画の計画期間は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日とします。 

 

３．ごみ処理の計画 

⑴ ごみ処理量 

 ア ごみ処理目標排出量（令和７年度） 

ごみの総排出量 6,744ｔ 

 

家庭系ごみの総排出量 4,604ｔ 

 

家庭系ごみ 1人 1日当たりの排出量 406g 

 

基本計画におけるごみ排出値と目標値 

区 分 単位 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R16 年度 

ごみ総排出量 
計画 ｔ 7,097 7,081 7,039 6,744 6,109 

実績 ｔ 7,301 6,876 6,847 － － 

家庭系ごみ排出量 
計画 ｔ 4,849 4,833 4,791 4,604 4,165 

実績 ｔ 5,101 4,716 4,629 － － 

家庭系１人１日当

たりのごみ排出量 

人口 人 32,025 31,713 31,410 31,056 29,034 

計画 ｇ 413 412 418 406 393 

実績 ｇ 435 407 404 － － 

・令和６年度までは、前期計画の目標値、令和７年度以降は基本計画における目標値を計

上しています。 

・令和７年度以降の人口は国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口

（令和５年 12月推計）」により推計した予測値を計上しています。 
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 イ ごみ 発生量（総量）                      （単位：t） 

区 分 令和６年度実績値 ７年度計画排出値 前年度実績対比 

燃やせるごみ 5,828 5,687 97.6% 

 家庭系ごみ 3,610 3,547 98.3% 

事業系ごみ 2,218 2,140 96.5% 

燃やせないごみ 135 130 96.3% 

粗大ごみ 71 69 97.2% 

資源物 805 850 105.6% 

 資源プラスチック 355 394 111.0% 

古紙類 247 242 98.0% 

紙パック 2 2 前年実績並み 

びん類 122 128 104.9% 

缶類（アルミ） 16 17 106.3% 

缶類（スチール） 12 13 108.3% 

廃食用油 3 3 前年実績並み 

ペットボトル 20 21 105% 

衣類 28 30 107.1% 

有害ごみ 8 8 前年実績並み 

 乾電池 7 7 前年実績並み 

蛍光管 1 1 前年実績並み 

合 計 6,847 6,744 98.5% 

・資源物における古紙類はダンボール、新聞紙、雑紙類の累計値を計上しています。 
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一般廃棄物処理基本計画における施策 

 

１．令和７年度実施の新規事業 

 基本計画における家庭系及び事業系ごみの排出に係る施策のうち、令和７年度中におけ

るごみの減量化・資源化のための新たな施策として、市では、以下の事業に取り組みます。 

 

事業名 製品プラスチックの一括収集と再資源化事業 

事業概要 

令和４年４月に施行されたプラスチックの分別収集・再商品化の促進

を目的とする法律（プラスチックに係る資源循環の促進に関する法

律）に基づき、駒ヶ根市を含む上伊那の８市町村全体で、「製品プラ

スチック」を「資源プラスチック」として収集します。 

事業目的 

製品プラスチックの再商品化を図ることで、限りある資源を有効活

用するとともに、廃棄物を減らし、環境負荷を減らしていく「循環

型社会」を目指します。 

取組方法 
市報、ガイドブック、ホームページ等を活用し、広く市民に一括収集

を呼びかけます。地区の希望に応じて説明会を行います。 

期待される効果 

焼却によって発生するＣＯ２や焼却灰、残渣が削減されることで、地

球温暖化の抑制や最終処分施設の長寿命化に繋がります。 

【令和７年度資源プラスチック回収予想量：広域算出による】 

駒ヶ根市 409t（容器包装プラ 368t 製品プラ 41t）上伊那 1,890ｔ 

実施時期 令和７年４月 1日から実施 

（市報３月号折込により全戸配布した分別変更チラシ） 
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事業名 小型家電・リチウムイオン電池一括回収事業 

事業概要 

大田切リサイクルステーションの機能強化事業として小型家電の回

収ボックス、リチウムイオン電池回収ボックスを大田切リサイクルス

テーションに設置し、一括回収します。 

事業目的 

小型家電製品に含まれる金属等をリサイクルすることにより、更なる

資源化に繋げます。また、不適切な排出による収集車や処理場の火災

事故防止のため、リチウムイオン電池の適正な回収方法を確立しま

す。 

取組方法 
リサイクル認定事業者に委託し小型家電およびリチウムイオン電池

の適正回収を行います。 

期待される効果 

小型家電に使用されている有用金属（鉄、アルミ）のリサイクルによ

る再資源化により、限りある環境資源の保全に繋がります。また、リ

チウムイオン電池の適正回収により、ごみ収集車やごみ処理場での発

火事故を防ぎます。 

実施時期 令和７年 10 月末までに実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本容器包装リサイクル協会リチウムイオン電池排出啓発用チラシ） 
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２．ごみ排出抑制のための継続事業 

基本計画における家庭系及び事業系ごみの排出に係る施策について市では以下の事業を

継続して実施します。 

ごみを出さないための行動（リデュース/Reduce） 

食品ロスの削減 

県が推進する「残さず食べよう！30・10（さんまる・いちまる）運動」、

「信州発もったいないキャンペーン」について市報やごみのガイドブ

ック、ホームページ等を通じて啓発活動を行い、生ごみの減少化を図

ります。 

生ごみ処理容器・

処理機購入補助 

生ごみ処理機等を購入する世帯へ補助金を交付し、生ごみの減量化、

堆肥化を促進します。 

ごみ処理費用の

有料制度 

ごみ袋を購入する際の指定ごみ袋購入チケット制度や指定ごみ袋量

を超えてごみを排出する場合の有料チケット制度を広域全体で取組

むことで、ごみ減量化につなげます。 

繰り返し使用のための行動（リユース/Reuse） 

資源回収の実施 

大田切リサイクルステーションにてペットボトル、びん、スチール缶、

乾電池、蛍光管、廃食用油、古紙類、紙パック、布類、アルミ缶等の

資源回収を行うことで、資源の再利用を図ります。 

雑紙類の資源化

の推進 

燃やせるごみに含まれる資源化可能な雑紙類を資源物として分別排

出するよう、ごみのガイドブックや分別説明会で周知することによ

り、燃やせるごみを削減し、再資源化を図ります。 

ごみを資源化、再生利用するための行動（リサイクル/Recycle） 

ごみの分別説明

会の実施 

各地区からの要望に応じてごみ分別説明会を実施し、市民に分別収

集、リサイクルへの理解を深めてもらい、ごみの減量化、リサイクル

の推進を図ります。 

小学生を対象と

した環境教育 

総合学習等の時間を利用し、ごみ問題に関する学習やごみの再資源

化、減量化、分別方法に関する出前講座を実施することで、環境問題

に関する知識向上に努めます。 

広報誌等による

啓発活動の推進 

市報、ホームページ、ケーブルテレビ、資源物ごみのガイドブック等

を活用し、ごみの分別減量化、再資源化、４Ｒの取組について広く広

報を行うことで、分別の徹底を図ります。 

代替素材への転換のための行動（リプレイス/Replace） 

廃食用油の回収 
バイオディーゼル燃料として活用することで、代替素材への転換を図

ります。 

（令和６年度東伊那小学校４年生 総合学習時間を活用した出前講座の様子) 
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ごみ・資源物の収集体制について 

 

１．ごみ・資源物の収集運搬計画 

 ⑴ 分別区分と収集・運搬及び中間処理内容  

区 分 収集・運搬 中間処理 最終処分 

燃やせるごみ 委託収集 

許可収集・自己搬入 
上伊那広域連合委託 上伊那広域連合委託 

燃やせないごみ 

粗大ごみ 

委託収集 

許可収集・自己搬入 
上伊那広域連合委託 上伊那広域連合委託 

資源物 資源プラスチック 委託収集 上伊那広域連合委託  

古紙類 委託収集 業者委託  

紙パック 委託収集 業者委託  

びん類 委託収集 上伊那広域連合委託  

缶類（アルミ） 委託収集 業者委託  

缶類（スチール） 委託収集 上伊那広域連合委託  

廃食用油 委託収集 業者委託  

ペットボトル 委託収集 上伊那広域連合委託  

衣類 委託収集 業者委託  

有害 

ごみ 

乾電池 委託収集 業者委託  

蛍光管 委託収集 業者委託  

⑵ 計画収集（市内全域） 

区 分 収集回数 収集方式 搬入先 

燃やせるごみ 週２回 ステーション方式 上伊那クリーンセンター 

燃やせないごみ 週１回 ステーション方式 クリーンセンター八乙女 

粗大ごみ 年１回 拠点回収 業 者 

資源物 資源プラスチック 週１回 ステーション方式 業 者 

古紙類 月１回 拠点回収 業 者 

紙パック 月１回 拠点回収 業 者 

びん類 月１回 拠点回収 クリーンセンター八乙女 

缶類（アルミ） 月１回 拠点回収 業 者 

缶類（スチール） 月１回 拠点回収 クリーンセンター八乙女 

廃食用油 月１回 拠点回収 業 者 

ペットボトル 月１回 拠点回収 クリーンセンター八乙女 

衣類 月１回 拠点回収 業 者 

有害 

ごみ 

乾電池 月１回 拠点回収 業 者 

蛍光管 月１回 拠点回収 業 者 

令和５年度から令和７年度にかけてのクリーンセンター八乙女基幹改良工事により、９

月、11月、２月の燃やせないごみ、ペットボトル、ビン類、缶類（スチール）、※有害ごみ、
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廃食用油の計画収集は行いません。（※下線部分は地区回収を行わないため、計画収集より

外しています。） 

 

２．一般廃棄物処理業の許可 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項及び第６項に基づき、一般廃棄物の収

集運搬または処分を業として行う場合には、市町村長の許可を受けることが必要です。 

 駒ヶ根市が一般廃棄物処理業の許可をしている事業者は以下のとおりです。 

 

⑴ 駒ヶ根市一般廃棄物収集運搬業許可業者    （令和７年４月末現在 計 46事業者） 

区分 事業者名 所在地 

法人 （株）アイ・コーポレーション 岡谷市川岸東一丁目 4 番 23 号 

法人 （有）アクト 駒ヶ根市赤穂 16558 番地 5 

法人 （株）あずさ環境保全 松本市波田 2019 番地 

法人 （有）イグチ美装 上伊那郡宮田村 6861 番地 1 

個人 伊藤篤海（エフォート） 伊那市富県 7044 番地 2号 

法人 （株）イナック 上伊那郡宮田村 5339 番地 

法人 （有）伊南環境センター 駒ヶ根市赤穂 14 番地 865 

法人 （有）恵比寿産業 駒ヶ根市赤穂 14 番 672 

法人 （有）加藤産業 下伊那郡高森町下市田 2422 番地 52 

法人 （株）金岡商店 上伊那郡宮田村 5450 番地 50 

個人 金田商店（金田太共） 伊那市中央 5301-34 

個人 川島 龍潤 駒ヶ根市北町 23 番 14 号 

法人 （株）キタニ 伊那市福島 320 番地 1 

個人 清村商店 上伊那郡宮田村 7611 番地 4 

法人 （株）シーテック 愛知県名古屋市瑞穂区洲雲町四丁目 45番地 

法人 清水解体工業(株) 伊那市西春近 638 番地 1 

法人 （有）清水商事 駒ヶ根市赤穂 11553 番地 

法人 ジャーナル商事（株） 飯田市高羽町三丁目 1 番地 11 

法人 （株）ＪＡＣＫ 上伊那郡飯島町田切 480 番地 1 

法人 （有）城倉建材 上伊那郡宮田村 3068 

法人 （株）Ｇｒｅａｎ 伊那市西春近 5806 番地 

法人 （株）セイビ社 駒ヶ根市赤穂 14 番地 865 

法人 （有）タカハ 飯田市松尾明 7714 番地 1 

法人 （有）高山商店 伊那市前原 8303 番地 3 

法人 （有）トラスト 上伊那郡中川村大草 3950 番地 1 

法人 直富商事（株） 長野市大字大豆島 3397 番地 6 

法人 （株）那須屋興産 伊那市西町 6612 番地 2 

法人 （有）七久保衛生社 上伊那郡飯島町七久保 2622 番地 2 

法人 南重建設（株） 伊那市美篶 7904 番地 1 

法人 日化メンテナンス（株）長野営業所 駒ヶ根市赤穂 3260 番地 3 
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法人 （株）日本環境プラン 愛知県名古屋市西区木前町 110 番地 

法人 （株）バイオエコロジー信州 駒ヶ根市中沢 4117 番地 

法人 （有）ハクトートータルサービス 上伊那郡南箕輪村 8362 番地 4 

法人 （株）ビジニナル・サービスセンター 駒ヶ根市赤穂 14616 番地の 200 

法人 （株）ＢＩＳＯ 伊那市大字東春近 549 番地 3 

法人 （有）ファットエヴァー 伊那市富県 3429 番 5 

法人 富貴屋建設（株） 駒ヶ根市赤穂 3468 番 

法人 （株）ＭＡＳＡＴＯ 駒ヶ根市下平 800 番地 1 

法人 （有）松岡産業 駒ヶ根市赤穂 14616 番地 25 

個人 松永商店 伊那市山寺 2225 番地 

法人 （有）マツムラ 上伊那郡飯島町飯島 243 番地 10 

法人 （株）マルケイ 飯田市松尾上溝 3033 番地 3 

法人 丸忠リサイクル（株） 上伊那郡宮田村 2900 番地 1 

法人 （有）丸中産業 上伊那郡南箕輪村 5609 番地 2 

法人 （有）宮田衛生社 上伊那郡宮田村 6195 番地 99 

法人 （株）メディカルサービス松本 塩尻市大字洗馬字下平 491 番地 1 

法人 （株）吉川商店 岡谷市湖畔一丁目 7番 4号 

 

⑵ 駒ヶ根市一般廃棄物処分業許可業者      （令和７年４月末現在 計５事業者） 

区分 事業者名 所在地 

法人 （有）アクト 駒ヶ根市赤穂 16439 番地 1 

法人 （有）恵比寿産業 駒ヶ根市赤穂 14 番 672 

法人 （株）シーテック 愛知県名古屋市緑区忠治山 101 番地 

法人 （株）バイオエコロジー信州 駒ヶ根市中沢 4117 番地 

法人 （有）松岡産業 駒ヶ根市赤穂 14616 番地 25 

 

⑶ 許可方針 

ア 一般廃棄物収集運搬業 

一般廃棄物の収集運搬については、現在、許可している業者の処理能力において、十分

な処理が可能であることから、一般廃棄物収集運搬業の新規の許可については、原則とし

て行いません。ただし、次の場合は許可を行います。 

・市外で収集したごみを市内の処理業者に運搬する等、市内において収集を行わない業者

の申請 

・更新の許可申請を失念していた等の理由に基づき、許可期限の満了日までに更新許可申

請をしなかった業者の申請 

・既存個人許可業者が法人化する場合、又は、既存法人許可業者が合併する場合の申請 

 

イ 一般廃棄物処分業 

  原則として新規の許可は行いません。 


